
令 和 ７ 年
４月15日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
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萩
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衛
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課
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調
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師
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衛
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課
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告

示

山
口
県
告
示
第
百
三
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
豊
田
町
大
字
稲
見
字
北
ケ
迫
六
〇
二
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

山
口
県
告
示
第
百
三
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
山
田
字
荒
神
平
一
二
二
九
三
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
二
二
九
三

の
四
か
ら
一
二
二
九
三
の
六
ま
で
、
字
海
平
山
一
二
三
一
〇
の
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産

部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
百
四
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
保
安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

山
口
市
江
崎
字
西
三
田
ケ
原
一
〇
八
九
四
の
一
・
字
向
ケ
浴
一
〇
九
六
六
の
一
（
以
上
二
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
口
市
農
林
水

一

山 口 県 報 （定期） 第 596 号令和７年４月15日 火曜日














目

次
















産
部
農
林
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
百
四
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
関
市
菊
川
町
大
字
西
中
山
字
安
田
ケ
迫
四
の
一
、
五
か
ら
一
一
ま
で
、
字
安
田
一
〇
〇
〇
二
の

一
、
一
〇
〇
〇
三
、
一
〇
〇
〇
六
、
一
〇
〇
一
二
、
一
〇
〇
一
三
、
豊
田
町
大
字
城
戸
字
安
田
ケ
迫

二
三
〇
の
一
、
二
四
二
、
二
四
三
、
一
〇
〇
〇
四
、
一
〇
〇
〇
六
、
一
〇
〇
九
〇
、
一
〇
〇
九
一
、

字
大
長
ケ
浴
一
〇
〇
〇
四
の
五
、
一
〇
〇
〇
四
の
八
、
一
〇
〇
〇
四
の
九
、
字
河
内
ケ
浴
一
〇
〇
三

九
長
門
市
渋
木
字
河
内
三
六
二
三
、
三
六
二
四
、
一
〇
〇
一
七
の
四
三
、
一
〇
〇
一
七
の
四
八
、
字

車
板
一
〇
〇
一
七
第
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

下
関
市
菊
川
町
大
字
西
中
山
字
安
田
ケ
迫
六
・
八
・
字
安
田
一
〇
〇
〇
三
・
一
〇
〇
〇
六
・

一
〇
〇
一
二
・
豊
田
町
大
字
城
戸
字
安
田
ケ
迫
二
三
〇
の
一
・
一
〇
〇
九
〇
（
以
上
七
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

長
門
市
渋
木
字
河
内
一
〇
〇
一
七
の
四
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
百
四
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期

令
和
七
年
四
月
一
日

二

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

基
本
報
酬
の
額
に
執
務
日
数
及
び
実
費
を
考
慮
し
て
算
定
し
た
額
を
加
算
す
る
方
法

三

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

村
田

治
子

山
陽
小
野
田
市
大
字
東
高
泊
四
一
二
番
地
一

四

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法

各
月
ご
と
の
概
算
払

公

告

（
八
〇
）
製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施

製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
製
菓
衛
生
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

試
験
の
日
時

令
和
七
年
八
月
三
十
日
（
土
曜
日
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二

試
験
の
場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二
番
地

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

三

試
験
科
目

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
。

㈠

衛
生
法
規

二
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㈡

公
衆
衛
生
学

㈢

食
品
学

㈣

食
品
衛
生
学

㈤

栄
養
学

㈥

製
菓
理
論
及
び
実
技

四

受
験
資
格

法
第
五
条
又
は
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
七
年
五
月
七
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
五

月
二
十
三
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

六

受
験
願
書
等
の
提
出
先

㈠

県
内
に
居
住
す
る
者

住
所
地
を
所
管
す
る
保
健
所

㈡

県
外
に
居
住
す
る
者

山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－
八
五
〇
一
）

山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課

七

提
出
書
類

㈠

受
験
願
書

㈡

写
真
（
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
）

㈢

法
第
五
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養

成
施
設
に
お
い
て
一
年
以
上
製
菓
衛
生
師
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
者
で
あ
る

こ
と
を
証
す
る
書
類

㈣

法
第
五
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
菓
子
製
造
業
務
従
事
証
明
書

㈤

法
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
菓
子
製
造
業
務
従
事
証
明
書

八

受
験
手
数
料

九
千
四
百
八
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

九

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
日
等
に
つ
い
て
は
、
試
験
当
日
通
知
す
る
。

㈡

受
験
者
は
、
試
験
の
得
点
を
知
り
た
い
場
合
に
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
山
口
県
環
境
生

活
部
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。

十

そ
の
他

㈠

受
験
案
内
、
受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口

県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
製
菓
衛

生
師
試
験
」
と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十

三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

㈡

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

二
九
七
四
）
に
す
る
こ
と
。

（
八
一
）
調
理
師
試
験
の
実
施

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
調
理
師

試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

試
験
の
日
時

令
和
七
年
八
月
三
十
日
（
土
曜
日
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二

試
験
の
場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二
番
地

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

三

試
験
科
目

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
。

㈠

公
衆
衛
生
学

㈡

食
品
学

㈢

栄
養
学

㈣

食
品
衛
生
学

㈤

調
理
理
論

㈥

食
文
化
概
論

四

受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
、
多
数
人
に

対
し
て
飲
食
物
を
調
理
し
て
供
与
す
る
施
設
又
は
営
業
で
調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚

生
省
令
第
四
十
六
号
）
第
四
条
に
定
め
る
も
の
に
お
い
て
、
二
年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事
し
た
も

の
五

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
七
年
五
月
七
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
五

月
二
十
三
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

二
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六

受
験
願
書
等
の
提
出
先

㈠

県
内
に
居
住
す
る
者

住
所
地
を
所
管
す
る
保
健
所

㈡

県
外
に
居
住
す
る
者

山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）

山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課

七

提
出
書
類

㈠

受
験
願
書

㈡

写
真
（
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
）

㈢

調
理
業
務
従
事
証
明
書

八

受
験
手
数
料

六
千
百
二
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収

入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

九

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
日
等
に
つ
い
て
は
、
試
験
当
日
通
知
す
る
。

㈡

受
験
者
は
、
試
験
の
得
点
を
知
り
た
い
場
合
に
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
山
口
県
環
境
生

活
部
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。

十

そ
の
他

㈠

受
験
案
内
、
受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口

県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
調
理
師

試
験
」
と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

㈡

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

二
九
七
四
）
に
す
る
こ
と
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
四
月
十
五
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

四
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